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表紙

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第15条第２項の規定に基づき、インター

ネット上の当社ウェブサイト（https://yamadacorp.co.jp/ir/stockholder/）および株

主総会資料掲載ウェブサイト（https://d.sokai.jp/6392/teiji/）に掲載することによ

り、株主の皆様に提供しております。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子

提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第 1 0 1 期 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知
（ 交 付 書 面 省 略 事 項 ）

業 務 の 適 正 を 確 保 す る た め の 体 制
お よ び 当 該 体 制 の 運 用 状 況 の 概 要
連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

連 結 注 記 表

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

個 別 注 記 表
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務
の適正を確保するための体制について、以下のとおり決定しております。
１. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
① 当社および当社グループは、役員および社員が法令、定款、社内諸規則、社会規範を遵守
した行動をとるため、ヤマダグループ行動憲章、行動規範を定める。

② 当社は、コンプライアンスを担当する部門を人事総務部とし、総務担当取締役を委員長と
するコンプライアンス委員会を設置する。

③ 当社および当社グループは、社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある反社会的
勢力との関係を一切遮断する。
反社会的勢力による不当要求等への対応を所管する部署を人事総務部とし、事案発生時の
報告および対応に係る規定等の整備を行い、反社会的勢力に対しては警察等関連機関とも
連携し毅然とした態度で対応する。

④ ①の周知徹底を図るため人事総務部が中心となり、役職員に対し教育、研修を行い、コン
プライアンスを尊重する意識を醸成する。
（運用状況の概要）
当社では、企業理念、ヤマダグループ行動憲章、行動規範を定め、定期的な社内研修を通じ
てコンプライアンスの意識を醸成するとともに、入社時の研修においても実施し、全役職員
に周知しております。
また、「コンプライアンス規定」を定め、コンプライアンス推進に関する事項を定めており
ます。コンプライアンス委員会は、毎年定期的に開催することとし、コンプライアンスに関
する意識向上や関係規定の整備等コンプライアンスの推進について協議しております。
反社会的勢力との取引を遮断するため、新規取引に際しては、個別に調査を行い、必要に応
じて、契約に反社会的勢力の排除に関する規定を盛り込むなどの対応を行っております。

２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報を「文書管理規定」、「稟議規定」により文書または電磁的
媒体に記録し保存する。
取締役および監査役は、これらの文書または電磁的媒体をいつでも閲覧できるものとする。
（運用状況の概要）
上記のとおり、「文書管理規定」および「稟議規定」等で文書の管理体制を構築しておりま
す。稟議書については、電磁的方法により管理されており、取締役および監査役はいつでも
閲覧できる体制を整えております。
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

３. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
サステナビリティへの対応並びに当社を取り巻く様々な経営リスクへの適切な対応を行うと
ともに、万一経営リスクが発生した場合の影響を最小化する事を目的に「サステナビリティ
管理規定」を定め、これを遂行する為、総務担当取締役を委員長とするサステナビリティ委
員会を設置する。
（運用状況の概要）
当社では、サステナビリティ委員会を毎年半期に1回開催しており、また、経営リスクが発
生し、または発生の可能性が認識された場合にも直ちに開催することとしております。サス
テナビリティ委員会では、サステナビリティに関わるリスク管理、戦略、指標・目標の策定
及び経営リスクの識別、分類、分析、評価を行い、評価に基づく対応策を策定し、各部門に
必要な指示を行っております。また、災害を想定した訓練を入社時および毎年定期的に実施
し、被害の最小化を図っております。

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行の効率性の確保は「組織及び職務分掌規定」により、各取締役が自己の
職務範囲について責任をもって業務を遂行する。
（運用状況の概要）
当社では、「組織及び職務分掌規定」に基づく「職務分掌」および「職務権限表」を定め、
取締役の職務範囲、自己が決裁できる範囲を明確にし、責任を明確にするとともに効率的な
業務の遂行を図っております。
また、取締役会において決定すべき事項、経営会議において決定すべき事項についても、そ
れぞれ「取締役会規則」、「経営会議規定」により区別して定めることにより、意思決定の
迅速化を図っております。

５. 当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社各社の自主性を尊重しつつ、緊密な連携を図り、適正かつ効率的な経営のた
め、当社が事前に承認すべき事項、定期的に報告すべき事項、当社と各子会社との情報共有
に関する事項、監査法人による監査に関する事項等を「子会社管理規定」および「親会社と
海外子会社の運営規定」に定める。
なお、内部監査室は当社およびグループ各社の内部統制に関する担当部門として内部統制に
関する協議、情報の共有化、指示、要請等が効率的に行われるシステムを構築する。
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

（運用状況の概要）
上記のとおり、「子会社管理規定」および「親会社と海外子会社の運営規定」を定めて運用
しております。また、内部監査人は定期的に重要な子会社へ往査し、内部統制に関する協
議、情報の共有化等を図っております。

６. 監査役監査の充実を図るための体制
① 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役は短期集中的な監査業務を要するので、補助使用人の必要が生じた場合は監査役の
要請により補助者を置いて監査業務の補助を行うことができる。

② 前号使用人の取締役からの独立性に関する事項
上記補助者は監査役の指揮命令の下で職務を遂行し、人事異動・人事評価・懲戒処分につ
いては、監査役会と協議を行うものとする。

③ 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役および従業員は、監査役会に対して、法定事項のほか、当社およびグループ企業の
経営、業績に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、重大な法令・定款違反行為
その他監査役会への報告事項を遅滞なく報告する。
さらに、「内部通報制度運用規定」を定め、組織的または個人的な法令違反ないし不正行
為等の通報・相談窓口を設け、通報者に対する不利益な取り扱いを行わない旨を明示す
る。

④ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執
行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行上について生ずる経費、また、弁護士等外部専門家の助
言を受けた場合の費用、職務執行上必要な知識の習得のための研修費用等について請求し
た場合は、職務の執行上必要でないと認められる場合を除き、当該費用を速やかに支給す
る。

⑤ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、会計監査人から会計監査内容について、また、内部監査部門からも業務監査
内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図る。
（運用状況の概要）
上記のとおり監査役監査の充実を図る体制を整備しており、監査役の要請に応じて補助すべ
き使用人の選定、その独立性の確保、必要な費用の支給等、速やかに対応することとしてお
ります。
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連結株主資本等変動計算書

（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）

株主資本 その他の包括利益累計額
非支配株主
持 分

純 資 産
合 計資 本 金 資 本

剰 余 金
利 益
剰 余 金 自己株式 株 主

資本合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当連結会計年度
期 首 残 高 600,000 58,187 14,796,056 △8,753 15,445,489 109,183 854,752 963,935 293,931 16,703,356

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △502,684 △502,684 － △502,684

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 1,732,240 1,732,240 － 1,732,240

自己株式の取得 △616 △616 － △616

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) － 90,154 385,699 475,854 528 476,383

当連結会計年度
変 動 額 合 計 － － 1,229,555 △616 1,228,939 90,154 385,699 475,854 528 1,705,322

当連結会計年度
期 末 残 高 600,000 58,187 16,025,611 △9,370 16,674,428 199,338 1,240,452 1,439,790 294,459 18,408,678

連結株主資本等変動計算書

（単位　千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連　結　注　記　表
１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

⑴ 連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況
連結子会社の数 ６社
連結子会社の名称 ヤマダアメリカＩＮＣ．、ヤマダヨーロッパＢ．Ｖ．、

㈱ヤマダプロダクツサービス、㈱ヤマダメタルテック、
ヤマダ上海ポンプ貿易有限公司、ヤマダタイランドＣＯ．，ＬＴＤ．

⑵ 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

⑶ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちヤマダ上海ポンプ貿易有限公司及びヤマダタイランドＣＯ．，ＬＴＤ．の決算日は
12月31日でありますが、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。そ
の他の連結子会社の決算日は連結決算日と同一であります。

⑷ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用
しております。

・市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）により算定しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法によっております。ただし、当社及び国内連結子会社の1998年４月１日以降に取
得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については、定額法によっております。

ロ. 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によ
っております。
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連結注記表

ハ. リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しており
ます。

ハ. 役員退職慰労引当金
一部の連結子会社の役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上して
おります。

ニ. 製品保証引当金
製品保証に伴う費用の支出に備えるため、過去の実績率に基づいて算出した見積額を計上しており
ます。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
主に、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職
給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤ 収益及び費用の計上基準
主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下の通りであります。
商品又は製品の販売に係る収益認識
商品又は製品に係る収益は、主に卸売又は製造等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて商
品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は商品又は製品の支配が顧客に移転
した時点で収益を認識しております。
但し、国内販売においては、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取
り扱いを適用し、出荷時から商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であ
る場合には、出荷時に収益を認識しております。
なお、商品又は製品の販売において、取引量、取引金額及び回収の状況に応じた販売奨励金等の顧客
に支払われる対価については、かかる収益より控除しております。

⑥ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。
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連結注記表

① 担保に供している資産 建物及び構築物 501,278千円
土地 632,784

合計 1,134,062

なお、在外子会社の資産負債、及び収益費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換
算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

⑸ 負ののれんの償却に関する事項
負ののれんの償却については、20年間の均等償却を行っております。

２. 会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより、当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であり、翌連結会計年
度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
⑴ 有形固定資産及び無形固定資産の減損

①　当連結会計年度末における有形固定資産及び無形固定資産の総額は8,171,499千円であります。
② その他見積りの内容に関する理解に資する情報

　当社グループの保有する有形固定資産及び無形固定資産について、減損の兆候がある場合には、減損の
兆候が把握されたセグメントの将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フロー合計が
当該セグメントの固定資産の帳簿価額を下回るものについて、その「回収可能価額」を「正味売却価額」
又は「使用価値」との比較により決定し、「回収可能価額」が固定資産の帳簿価額を下回るものについて
減損損失を認識します。従って、前提とした状況が変化し、当初見込んでいた収益が得られなかった場
合、減損処理を実施し、当社グループの業績を悪化させる可能性があります。

⑵ 繰延税金資産の回収可能性
① 当連結会計年度末における繰延税金資産の総額は239,985千円であります。
② その他見積りの内容に関する理解に資する情報

　繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っておりま
す。
　当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生し
た課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、繰延税金
資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

4. 連結貸借対照表に関する注記
⑴ 担保に供している資産及び担保に係る債務

－ 7 －
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連結注記表

② 担保に係る債務 短期借入金 10,000千円
合計 10,000

⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 5,758,273千円

補助金収入の内訳 相模原市建物建設奨
励金

29,791千円

神奈川県企業立地促
進補助金
その他の補助金

21,010

2,600
合計 53,401

５. 連結損益計算書に関する注記

－ 8 －
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連結会計年度末における発行済株式の数 普通株式 2,400,000株

配当金の総額 263,310千円
１株当たり配当額 110.00円
基準日 2025年 ３月31日
効力発生日 2025年 ６月30日

・2025年11月13日開催の取締役会決議による配当に関する事項
配当金の総額 239,373千円
１株当たり配当額 100.00円
基準日 2025年 ９ 月30日
効力発生日 2025年12月 1日

配当金の総額 287,236千円
１株当たり配当額 120.00円
基準日 2026年 3 月31日
効力発生日 2026年 6 月29日

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 発行済株式の種類及び総数

⑵ 配当に関する事項
① 配当金支払額

・2025年６月27日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2026年６月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案
しております。
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連結貸借対照表計上額(※) 時 　 　 　 価 ( ※ ) 差 額

① 投 資 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券 328,524 328,524 －

② 長 期 借 入 金 (684,290) (684,289) 0

③ リ ー ス 債 務 (63,357) (59,155) △4,201

７. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用において短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を
調達しております。受取手形、売掛金及び電子債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規定に沿って
リスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期
ごとに時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。

⑵ 金融商品の時価に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額88,885千円）は、「その他有価証券」には含め
ておりません。また、現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、買掛金、短期借入金は短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位　千円）

（※）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
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区　分
時　価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

投資有価証券

　その他有価証券

　　株式 328,524 － － 328,524

⑶ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ
ベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定となる資産又は負債に関する相場価格によって算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位　千円）
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区　分
時　価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

長 期 借 入 金 － 684,289 － 684,289

リ ー ス 債 務 － 59,155 － 59,155

②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位　千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価
をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金及びリース債務
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現
在価値法によって算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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報告セグメント
その他 合計

日本 米国 オランダ 中国 タイ 計

売上高

オートモティブ 3,525,568 － 44,362 15,022 51,903 3,636,857 － 3,636,857

インダストリアル 1,344,064 6,530,452 1,767,736 824,151 234,810 10,701,214 － 10,701,214

その他 1,658,211 － － 151,877 77,942 1,888,031 － 1,888,031
顧客との契約か
ら生じる収益 6,527,844 6,530,452 1,812,099 991,050 364,656 16,226,103 － 16,226,103

その他の収益 － － － － － － － －

外部顧客への売上高 6,527,844 6,530,452 1,812,099 991,050 364,656 16,226,103 － 16,226,103

１株当たり純資産額 7,567円66銭
１株当たり当期純利益 723円67銭

８. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位　千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込ま

れる金額で収益を認識しております。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で測定

しております。
取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
顧客との契約から生じた負債のうち、連結会計年度末までの販売に関連して顧客に支払われると予想され

る達成リベート等の見積り及び返品に係る負債を、返金負債として認識しております。返金負債の連結会計
年度末残高は、連結貸借対照表に記載の通りであります。

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株 主
資本合計資 本

準 備 金
資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計固定資産圧縮

積 立 金
別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 600,000 53,746 53,746 150,000 44,048 2,070,000 8,796,848 11,060,897 △8,753 11,705,890

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △502,684 △502,684 △502,684

当 期 純 利 益 － 1,107,888 1,107,888 1,107,888

自己株式の取得 － － △616 △616

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) － － －

当期変動額合計 － － － － － － 605,204 605,204 △616 604,587

当 期 末 残 高 600,000 53,746 53,746 150,000 44,048 2,070,000 9,402,052 11,666,101 △9,370 12,310,478

評価・換算差額等
純 資 産
合 計その他有価証

券評価差額金
評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 109,183 109,183 11,815,073

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △502,684

当 期 純 利 益 － 1,107,888

自己株式の取得 － △616

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 90,154 90,154 90,154

当期変動額合計 90,154 90,154 694,742

当 期 末 残 高 199,338 199,338 12,509,816

株主資本等変動計算書

（単位　千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

個　別　注　記　表
１. 重要な会計方針に係る事項
⑴ 資産の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用して
おります。

・市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法を採用しております。

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）に
よっております。

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降
に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

② 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によ
っております。

③ リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

⑶ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職
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個別注記表

給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
④ 製品保証引当金

製品保証に伴う費用の支出に備えるため、過去の実績率に基づいて算出した見積額を計上しておりま
す。

⑷ 収益及び費用の計上基準
主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下の通りであります。
商品又は製品の販売に係る収益認識
商品又は製品に係る収益は、主に卸売又は製造等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品
又は製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は商品又は製品の支配が顧客に移転した
時点で収益を認識しております。
但し、国内販売においては、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取り
扱いを適用し、出荷時から商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場
合には、出荷時に収益を認識しております。
なお、商品又は製品の販売において、取引量、取引金額及び回収の状況に応じた販売奨励金等の顧客に
支払われる対価については、かかる収益より控除しております。

２. 会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。
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３. 会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより、当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であり、翌事業年度に係る計算
書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
⑴ 有形固定資産及び無形固定資産の減損
① 当事業年度末における有形固定資産及び無形固定資産の総額は6,468,226千円であります。
② その他見積りの内容に関する理解に資する情報
　当社の保有する有形固定資産及び無形固定資産について、減損の兆候がある場合には、減損の兆候が把
握されたグループの将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フロー合計が当該グルー
プの固定資産の帳簿価額を下回るものについて、その「回収可能価額」を「正味売却価額」又は「使用価
値」との比較により決定し、「回収可能価額」が固定資産の帳簿価額を下回るものについて減損損失を認
識します。従って、前提とした状況が変化し、当初見込んでいた収益が得られなかった場合、減損処理を
実施し、当社の業績を悪化させる可能性があります。

⑵ 繰延税金資産の回収可能性
① 当事業年度末における繰延税金資産の総額は123,501千円であります。
② その他見積りの内容に関する理解に資する情報
　繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っておりま
す。
　当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生し
た課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金資産の金
額に重要な影響を与える可能性があります。
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① 担保に供している資産 建物 483,100千円
構築物 5,252
土地 114,134
合計 602,487

② 担保に係る債務 －千円

⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 4,196,930千円

① 短期金銭債権 766,435千円

② 短期金銭債務 74,254千円

① 売上高 4,625,966千円
② 仕入高 923,181千円
③ 営業取引以外の取引高 623,571千円

⑵ 補助金収入の内訳 相模原市建物建設奨
励金

29,791千円

神奈川県企業立地促
進補助金
相模原市立地等奨励
金

21,010

2,000

合計 52,801

４. 貸借対照表に関する注記
⑴ 担保に供している資産及び担保に係る債務

⑶ 関係会社に対する金銭債権、債務

５. 損益計算書に関する注記
⑴ 関係会社との取引高

－ 18 －
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株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 6,264株 101株 0株 6,365株

６. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）自己株式の数の増加101株は、単元未満株式の買取りによるものです。

７. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因は、棚卸資産評価損、賞与引当金、退職給付引当金、投資有価証券減損額の
否認等であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、固定資産圧縮積立金、その他有価証券評価差額金であり
ます。

－ 19 －



2026/05/27 11:36:53 / 25301864_株式会社ヤマダコーポレーション_招集通知

個別注記表

属 性 会社等の名称 住 所
資 本 金
又 は
出 資 金

事業の内容
又 は 職 業

議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

関 係 内 容

取引の内容 取 引 金 額
(千円) 科 目 期 末 残 高

(千円)
役員の
兼任等

事 業 上
の 関 係

子会社 ヤマダアメリカ
ＩＮＣ．

アメリカ合衆国
イ リ ノ イ 州

1,300
千米ドル

各種ポンプ及
びその周辺機
器の販売

（所有）
直接

100.0％
兼任
２名

製品商品の
販売先

製 品 商 品
の 販 売
(注１)

2,737,923

売 掛 金 387,706
原材料の仕
入先

原 材 料 の
仕 入
(注２)

91,421

子会社 ヤマダヨーロッ
パＢ．Ｖ．

オ ラ ン ダ
ヘンゲロー市

680
千ユーロ

各種ポンプ及
びその周辺機
器の販売

（所有）
直接

100.0％
兼任
２名

製品商品の
販売先

製 品 商 品
の 販 売
(注１)

784,000

売 掛 金 155,441
原材料の仕
入先

原 材 料 の
仕 入
(注２)

18,599

子会社 ヤマダ上海ポン
プ貿易有限公司

中 国
上 海 市

7,425
千元

各種ポンプ及
びその周辺機
器の販売

（所有）
直接

100.0％
兼任
２名

製品商品の
販売先

製 品 商 品
の 販 売
(注１)

578,946 売 掛 金 157,516

子会社 ヤマダタイランド
ＣＯ．，ＬＴＤ．

タ イ
サムットプラカ
ー ン 県

10,000
千バーツ

各種ポンプ及
びその周辺機
器の販売

（所有）
直接

100.0％
兼任
２名

製品商品の
販売先

製 品 商 品
の 販 売
(注１)

179,775 売 掛 金 22,542

子会社 ㈱ヤマダプロダ
クツサービス

神 奈 川 県
相模原市緑区

20,000
千円

各種サービス
部品の販売及
び修理・据付

（所有）
直接

100.0％
兼任
１名

製品商品の
販売先

部品の販売
(注１) 345,321

売 掛 金 28,094

受取手形 13,435

原材料の仕
入先

原 材 料 の
仕 入
(注２)

58,322 買 掛 金 6,591

子会社 ㈱ヤマダメタル
テック

神 奈 川 県
相模原市緑区

30,000
千円

各種ポンプ及
びその周辺機
器の製造

（所有）
直接

32.7％

間接
35.5％

兼任
２名

商品・原材
料の仕入先

商品の仕入
(注２) 693,748

買 掛 金 67,662
原 材 料 の
仕 入
(注２)

61,088

８. 関連当事者との取引に関する注記
子会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１. 上記各社への当社製品商品及び部品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を

提示し交渉のうえ、決定しております。
２. 商品及び原材料の仕入については、当社製品の市場価格、各社から提示された見積書及び総原価を検
討のうえ、決定しております。

－ 20 －
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１株当たり純資産額 5,226円28銭
１株当たり当期純利益 462円84銭

９. 収益認識に関する注記
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　８．収益認識に関する注

記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

－ 21 －


